
本学における研究インテグリティ確保のための体制（2023年現在）

研究インテグリティ委員会

研究公正推進室

研究担当理事（委員⻑）

総⻑

関係部署

⼈事課・厚⽣労務室

各部局等事務部

産学・地域協働推進機構、
産学連携課

利益相反 輸出管理研究リスク全般

知財、共同研究等

職歴、兼業等

研究経歴、出張情報、受⼊研究費等
・
・
・

連携（情報共有）

科学者
※「北海道⼤学における
科学者の⾏動規範」に
定義されている研究者、
専⾨職業者を指し、
本学に所属し研究活動
を⾏う全ての者を対象

研究リスクに
関する相談等

配分機関等からの
要請等対応
（情報共有）

照会・
要請等 回答

研究資⾦配分機関等

研究費申請
（情報申告）

研究リスク管理に必要な情報
構成員・組織等

委員
・総⻑が指名する理事
・各分野（⽂・理・医系）の教授 各１名
・研究推進部⻑
・その他総⻑が特に必要と認めた者

研究活動の透明性確保に必要な情報

研究インテグリティ委員会の審議事項
・研究インテグリティの確保に係る取組の推進に関する事項
・研究リスクの管理・審査に関する事項 等

研究公正推進室の業務
・研究インテグリティ確保、研究リスク管理に係る対応
・利益相反マネジメント、安全保障輸出管理に関する対応
・研究活動の不正⾏為、研究費不正使⽤に関する対応及び防⽌

ABS対応、輸出管理

相談窓⼝

研究振興企画課
研究者情報、受⼊研究費等


